
適正な土地利用の調整に関する条例第 26 条(都市景観創出に係る措置) 

適正な土地利用の調整に関する条例第 45 条に基づく協議を行う方は、良好な都市景

観の創出に努めてください。 

 

▼『適正な土地利用の調整に関する条例』抜粋 

（都市景観創出に係る措置） 

第 26 条 開発事業、中高層建築物若しくは大規模建築物若しくは特定用途建築物の

建築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行う土地利用行為者は、市が

実施する都市景観の形成に関する施策に協力するとともに、道路、公園、建築物、

工作物等の形状、色彩等を周辺環境に調和させるよう配慮する等の自ら良好な都市

景観の創出に係る措置を講ずるよう努めなければならない。 

▼逐条解説 

【趣旨】 

本条は、土地利用行為者が開発事業、中高層建築物・大規模建築物・特定用途建築

物の建築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行うに当たって、都市景

観の創出に努めるべきことを定めている。 

【解釈・運用】 

土地利用行為者は、開発事業、中高層建築物・大規模建築物・特定用途建築物の建

築、特定用途建築物への用途変更または宅地造成を行うに当たっては、良好な都市

景観を形成するために、市が実施する景観形成の施策へ協力するとともに、自主

的、積極的な都市景観形成への措置を講ずるよう努力しなければならない。 

  

▼手続きに必要な図書 

開発事業、宅地造成 中高層建築物、大規模建築物、特定用

途建築物の建築、特定用途建築物への

用途変更 

・位置図 

・土地利用計画図 

・造成計画平面図 

・造成計画断面図 

・緑化図 

・横須賀市景観条例施行規則第 8 条第

2 項に規定する景観チェックシート

(土地利用行為専用書式)  

・左欄の図書 

・配置図 

・2 面以上の立面図 

 


